
万葉歌碑による県内周遊推進事業補助金実施要領 

 

 この要領は、福岡県が万葉歌碑を観光資源として、広域観光エリアを創出することによる、県内周遊の推進

を目的として、「万葉歌碑による県内周遊推進事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という）」に基づき、予

算の範囲内で補助金を交付するための手続きを定めるものとする。 

 

1. 万葉歌碑による県内周遊推進事業補助金の概要 

(１) 補助事業者 

 万葉歌碑が所在する市町村内で対象事業を実施する観光関連事業者※（以下「事業者」という）と

する。 

※「観光関連事業者」とは、観光協会、飲食店、土産店、観光施設等、地域の観光産業に資する事業

者とします。 

 

(２) 補助対象事業 

県が設置する審査委員会で万葉歌碑を観光資源として活用した県内周遊施策に繋がるものと認め

られた以下の事業。また、事業実施以降に県内周遊に係る広域連携を図ることを条件とする。 

項目 内容 

① 観光プログラム、旅

行商品の造成に係

る経費 

・ 観光プログラム、旅行商品の造成 

・ ワークショップ、協議会等の開催 

・ ガイドの育成、観光イベントの実施 

・ 造成した観光プログラム・イベント等における効果検証等の調査 

・ 観光プログラムの造成等に必要となる備品の購入や設備の導入 

・ 万葉歌碑に新たな価値を付加するための備品の購入や設備の導入 

② インバウンド受入

整備に係る経費 

・ 外国語表記の看板設置 

・ 多言語翻訳機器設置 

③ プロモーションに

係る経費 

・ 造成した観光プログラムの認知拡大を目的とした広告宣伝 

・ 造成した観光プログラムを販売するために必要となる写真、動画、

ホームページ等、対外的な情報発信のための素材やツールの作成 

・ 造成したプログラムのオンラインによる販路拡大を目的とした販売

システム・販売導線等の構築に係る経費 

・ 造成した観光プログラムに関するインフルエンサーの招聘 

④ その他知事が必要

と認めたもの 
― 

 

(３) 補助率・補助限度額 

① 補助率 

補助対象経費の１／２以内 

※算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨て 



② 補助限度額 

１００万円／件 

※留意点 

イベントに係るものについては、補助対象経費の総額１／２の額又は総事業費（補助対象経費

＋補助対象外経費）から参加料、寄付金、その他の収入額を控除した額のいずれか小さい額以内

で、補助限度額を上記のとおりにする。 

 

(４) 補助事業の実施期間 

交付決定の日から当該年度の２月末日まで 

 

2. 補助金の申請について 

(１) 交付決定までのフロー 

本補助金の交付決定にあたっては、県による審査のほか、県が設置する審査委員会による承認が必

要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 各種手続きの内容 

① 事業提案申請書の提出 

「万葉歌碑による県内周遊推進事業補助金」のページから、「事業提案申請書」「事業提案書」

の様式をダウンロードの上、必要事項を記載後、電子メールにて提出してください。 

なお、事業提案書の内容に関し、必要に応じて追加資料（設備導入や物品購入の内容を確認す

るための資料、交付申請額の根拠となる見積書等）の提出をお願いする場合があります。 

〔提出資料〕 

・ 事業提案申請書 

・ 事業提案書 

・ その他添付書類（見積書、イベントプログラム、設備設置箇所の写真等の提案内容を補足す

るもの）※添付書類については、県からその他追加で提出を求める場合があります。 



〔提出先〕 

       chiikidukuri@pref.fukuoka.lg.jp  

       ※メール到着後２営業日以内に到着確認のメールを県から送付します。到着確認のメー

ルが無い場合はお手数ですが県までお問い合わせください。 

 

② 県による事前審査 

(ア) 書類の確認 

①で提出された事業提案書等について、「必要事項の記入がなされているか、提案内容

を確認できる添付書類が提出されているか」等の確認を県で行い、不備が無ければ県に

よる事前審査を行います。 

 

(イ) 事前審査 

①で提出された事業提案書等について、「内容が本補助金の事業目的に沿ったものである

か」等、審査委員会への審査依頼の前に県で事前審査を行います。当該段階で予算が上限に

達している又は本補助金の事業目的に沿わないと認められた場合は③以降の手続きに進め

ません。 

 

③ ～ ⑤ 事業提案の審査依頼、審査結果の通知 

県から審査委員会に対し、事業提案の審査依頼を行います。 

審査委員会において、提出いただいた事業提案が、エリアにおける観光の魅力向上、誘客

及び観光消費額の拡大等に資するものかどうか等を審査（※）し、審査結果を県から申請者

に通知します。 

計画が承認された場合は、審査結果の通知に併せて、交付要綱様式第１号「交付申請書」

の提出依頼を行います。 

 

⑤ 交付申請 

交付要綱様式第１号及び添付資料（様式第２、３号）を提出してください。 

     なお、前項の提案承認に当たって、審査委員会から指摘事項が付された場合、様式第２号

「事業計画書」は指摘の内容を踏まえたものとしてください。 

〔提出書類〕 

 ・様式第１号（交付申請書） 

 ・様式第２号（事業計画書） 

 ・様式第３号（収支予算書、収支決算書） 

 

⑥ 交付決定 

⑥の審査申請内容を県において審査した上で、交付決定の可否を通知します。 

      事業の着手は、交付決定後としてください。 
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3. 注意事項 

(１) 補助金の申請要件について 

次の各号のいずれかに該当する者が補助事業者の運営に関係している場合又は間接事業者で

ある場合は、補助金の交付申請をすることができません。 

・ 福岡県暴力団排除条例（平成21年福岡県条例第59号。以下「暴排条例」という。） 

第２条第１号に規定する暴力団 

・ 暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員 

・ 暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員等 

※ 交付要綱様式第１号「交付申請書」を提出いただく際、申請書別紙の役員名簿（氏名／性

別／生年月日）を御記入ください。 

 

(２) 事業への着手時期について 

補助事業への着手時期は、交付決定日以降としてください。 

なお、審査委員会における審査の実施等、事業計画の審査から交付決定までには一定の期間を

要します（昨年度実績：２週間～１ヵ月程度）ので、「事業提案申請書」「事業提案書」は早めに

御提出ください。 

 

(３) 消費税の取扱について 

交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税及び地方消費税額（以下、「消費税等」

とする。）は補助対象経費から除外して補助金額を算定してください。 

ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算

定できるものとします。 

① 消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

② 免税事業者である補助事業者 

③ 簡易課税事業者である補助事業者 

④ 消費税法第 60 条第４項の規定により地方公共団体等に対する仕入れに係る消費税額の控

除の特例が適用される補助事業者 

⑤ 消費税法第 60 条第６項の規定により地方公共団体の一般会計に係る業務の仕入れに係る

消費税額の控除の特例が適用される補助事業者 

⑥ 課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還を

選択する補助事業者 

 

(４) 補助金の支払について 

県からの補助金の支払は、原則として実績報告書等による検査後となります。 

補助事業が完了した際は、補助事業完了の日又は補助事業実施期限のいずれか早い日から１０

日以内に様式第８号「事業実績報告書」を提出してください。 

これを受けて、県は完了検査を実施します。補助事業の完了が確認され、補助金額を確定した

後、補助金を交付します。なお、実績報告には下記の書類の御提出をお願いします。 

 



概算払の請求をする場合は、請求金額の算出内訳などを記入した「概算払請求内訳書」（様式

任意）を添付して御提出をお願いします。また、全ての事業が完了しましたら、必ず実績報告を

お願いします（実績の報告がない場合は、補助金の返還を求める場合があります）。 

 

(５) 事業内容の変更手続きについて 

事業内容を変更する場合には、事前に知事の承認を受けることが必要です。各補助事業者は、

補助事業の内容を変更しようとするときは、様式第４号「事業変更承認申請書」により事業変更

の承認申請を行ってください。ただし、下記に示す軽微な変更については承認申請の必要はあり

ません。 

事業内容に変更が生じる可能性がある場合には、早めに担当者まで御連絡ください。 

変更承認の手続きを経ないで実施された事業に関しては、補助金を交付することができない場合

がありますので、必ず事前に御相談ください。 

〔軽微な変更について〕 

(ア) 経費の配分の変更が、経費の能率的あるいは効率的使用に資するものであり、かつ、事

業目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の減少幅が２０パ

ーセント以内のもの。（※補助対象経費が増加する場合は、金額の多寡にかかわらず報

告が必要です。） 

(イ) 事業目的及び事業の基本的部分に関係のない細部の変更。 

 

(６) 取得財産等の処分について 

この補助金を活用して取得した財産等については、処分に制限がかかる場合があります。詳し

くは、交付要綱第１７条を御参照ください。 

 

(７) 補助の対象外となる経費について 

申請いただいた内容については、個別に要件審査を行いますが、例えば以下のような取組は、

補助の対象外とさせていただく場合があります。 

実績報告に必要な書類 

 事業実績報告書（様式第８号） 

 事業実績書（様式第９号） 

〔添付資料〕 

・ 対象設備の設置状況、施工内容、購入物品が分かる写真 

・ 対象経費に係る領収証等の写し 

※ 工事代金や設備購入代金の支払いは原則、銀行振込により行ってください。銀行振込

の場合、振込依頼、通帳の写しなど振込金額の移動状況が分かる書類の提出が必要とな

ります。これによりがたい場合は、現金、クレジットカードによる支払いも可とします

が、支払いの事実を明確に証明できる資料を必ず添付してください。 

  なお、クレジットカードを利用する場合は、名義が交付申請者（法人、個人事業主）

と同一であるか等の確認を行いますので、御留意ください。 

 収支決算書（様式第３号） 



① 地域の観光振興の要素が十分に認められない事業 

地域内の万葉歌碑を観光資源としての活用が認められない場合や、事業実施後の広域観光

への関与が困難であるとされる場合には対象外となる場合があります。 

② 中古品の購入 

中古品の購入については、価格の妥当性、取得した物品の耐用年数を適正に評価すること

が難しいことから、原則対象外とします。なお、新品では市場に流通しておらず、中古でな

いと取得できない物品、中古品であることにより観光的価値が向上すると認められた物品等

については、複数業者からの見積書を比較した結果が添付されている等、一定の条件を満た

した場合に、例外的に補助対象として認める場合があります。個別判断となりますので、詳

細は事務局にお問い合わせください。 

③ 申請者が法令及び公序良俗に反すると認められる行為を行っている場合 

申請した取組が法令及び公序良俗に反していない場合でも、申請者が法令及び公序良俗に

反すると認められる行為または疑義が生じている行為を行っており、補助事業期間中に解消

されることが見込まれない場合、地域の観光振興への寄与が十分に認められないとして、対

象外となる場合があります。 

④ 事業の継続性が十分に認められない事業 

「事業を実施する土地や建物、設備等が継続的に利用可能であることが認められない（契

約の更新が見込めない、利用許可が取得できない・更新されない、事業実施期間が著しく短

いなど）」などの取組については、事業の継続性が十分に認められないとして、対象外とな

る場合があります。 

⑤ 汎用性が高い物品の購入 

汎用性があり、目的外使用になり得るもの（例えば、事務用のパソコン、プリンター、タ

ブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、自動車等車両等）の購入費については、

他の事業や私用としても使用できることから、原則対象外とします。 

ただし、本事業の趣旨に該当し、本事業で使用する必要性が明確であるなどの一定の条件

を満たした場合に、例外的に補助対象として認める場合があります。個別判断となりますの

で、詳細は事務局にお問い合わせください。 

 


